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所
有
者
不
明
の
土
地
が
増
加

相
続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
登

記
簿
を
見
て
も
所
有
者
の
分
か
ら
な
い

「
所
有
者
不
明
土
地
」
が
、
全
国
で
増
加

し
て
い
ま
す
。
令
和
4
年
度
国
土
交
通
省

の
調
査
に
よ
る
と
、
国
土
の
24
パ
ー
セ
ン

ト
が
所
有
者
不
明
の
状
態
で
す
。

●
所
有
者
不
明
の
土
地
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
よ
う
な
問
題
が
…

こ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
、こ
れ
ま
で
任

意
だ
っ
た
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

相
続
登
記
と
は
？

土
地
や
建
物
な
ど
の
不
動
産
の
名
義
を
、

所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
遺
産
を
引

き
継
い
だ
人
へ
変
更
す
る
手
続
の
こ
と
で

す
。
法
務
局
に
は
、
不
動
産
の
所
有
者
を

管
理
す
る
登
記
簿
が
あ
り
ま
す
。

管
理
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
る
…

相
続
登
記
義
務
化
の
内
容
は
？

相
続
人
は
、
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）

を
相
続
で
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か

ら
3
年
以
内
に
、
相
続
登
記
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

相
続
登
記
を
し
な
い
場
合
、
10
万
円
以

下
の
過
料
が
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

遺
産
分
割
の
話
合
い
で
不
動
産
を
取
得

し
た
場
合
も
、登
記
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

空き家は、換気や掃除、草木の伐採など定期的
な管理をする必要があります。建物の所有者が分
からない場合は適切な管理がされず、倒壊のリス
クや衛生・景観上の問題を生じる恐れがあります。
このことから、国では人口減少・少子高齢化が
進み今後相続件数が増加することを見据えて、空
き家対策と所有者不明土地等対策を連携しながら
強化しています。
相続登記の義務化は、空き家問題の深刻化を軽
減するためのものでもあります。

所有者不明土地等によって、空き家の問題が深刻に？！

4
月
1
日
か
ら
義
務
化

相
続
登
記
の
義
務
化
は
、
4
月
1
日
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
よ
り
前
に
相
続
し
た
不
動
産
も
、

相
続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
義

務
化
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
令
和
9
年
3

月
31
日
ま
で
に
手
続
し
て
く
だ
さ
い
。

不
動
産
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら

相
続
人
の
間
で
、
早
め
に
遺
産
分
割
の

話
合
い
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

●�

遺
産
分
割
の
話
合
い
が
ま
と
ま
っ
た
場

合
：
遺
産
分
割
の
結
果
に
基
づ
く
相
続

登
記
を
す
る

●�

早
期
に
遺
産
分
割
が
難
し
い
場
合
：
相

続
人
申
告
登
記
を
す
る

※�

早
期
に
遺
産
分
割
が
難
し
い
場
合
の

手
続
に
つ
い
て
も
、
不
動
産
の
相
続

を
知
っ
た
日
か
ら
3
年
以
内
に
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

これまで相続登記の申請は義務ではありませんでしたが、民法等の
一部を改正する法律により、令和6年4月1日から相続登記の申請
が義務化されています。

空き家の発生
予防につなが
ります

問合せ／住宅政策課 ☎55-2814 57-2828 Eto-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

相続登記が義務化されました！相続登記が義務化されました！

空き家は、そのまま放置すると周辺地域へ深刻
な悪影響を及ぼすことが懸念され、社会問題となっ
ています。
平成30年の住宅・土地統計調査によると、全国
で使用目的のない空き家は約350万戸と、この20
年で約1.9倍に増加。
市内では、令和3年度の
空き家実態調査で、空き家
戸数は2,228戸でした。

20年で空き家数が1.9倍以上相続登記の義務化で深刻化を軽減

 

公
共
工
事
の
阻
害
や
復
旧
・
復

興
事
業
が
円
滑
に
進
ま
な
い
…

相
続
登
記
に
関
す
る
問
合
せ
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4月1日から


